
記入上の注意

I この診断書は、国民年金又は厚生年金保険の障害給付を受けようとする人が、その年金請求書に必ず添えな

ければならない書類の一つで也 記工己ヱi府経適正ナた9(その期間内に治ったときは、その日)にお

いて、 国民年金法施行令別表λは厚生年金保険法施行令別表 (以下 「施行令別表」という。)に該当する程度

の椋害の状態にあるかどうか、又は、初診日から l年6月を経過した日において、施行令別表に該当する程度

の輔の状態でなかった者が、伝 蔵官魔子 百聞 正誌のl聞において、施行制IJ表に該当する程度哨害

の状態に至ったかどうかを証明するものです。

( また、この診断書は、国民年童文明年金保険の年金給付の加算額の対象者と山とする人等に 1 

ついても、障害の状態が施行令別表に該当する程度にあるかどうかを証明するものです。 J

2 Q:の欄は、この診断書を作成するための診療日ではなく、広亙匪 翠疋豆諸車問町初旬

E璽詰込明 記入してください。前lこ他の医師が診療している場合は、本人の申立てによ って記入し

てください。

3 ⑨の櫛の 「診療回数」は、 してください。(なお、入院日数1日は、

診療回数1固として計算してください。)

4 [障害の状態jの欄は、次のことに留意して記入してください。

(j) 本人の障害の程度及び状態に無関係な欄には記入する必要がありません。

i再1てください。)なお、該当欄に記入Lきれない場合は、別に紙片をはりつけてそれに記入してください。

(2) 蜘 欄の [(J)視力」の測定結果は、過去3か月間において複数回の測定を行っている場合は、匡記耳

を示したものを記入してください。

5 ⑩の欄の(1)視力の 「矯正」の欄は、眼科的に最も適正な常用し得迂強正 3l~プ夢7l-~'v:rx1:

てください。

ゴールドマン視野計を用いる場合、中，[.'1見野の測定には 1/2の視標を用い、周辺視野の測定には 1/4の

視標を用いてください。 Eれ以タ~O)洲味方法によると』担V/，;.五豆E亘王Z亙覆を照明玄でF1:~tヨヨ霊迄迎

孟 主 主訟してください。

7 ⑮の欄のω@ト2[中心視野の角度」は、 1/2の祝標を用いて各眼毎に8方向の視野の角度を該当する方向

の欄に記入し、 8方向の角度を合算した数値を 「計」の欄に記入してください。

~I)私Jが?手、
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(新設)

Z級|【ゴ-Jレドマン視野肘1
①求心件相軒殺牢11.1土輪校時点があ

るものについで面目障の相容がぞれ

ぞれ 1/4の視標(周辺視野)で中心

10唐凶肉に告書まり‘かっ込 1/2の
視標(中心視野)で申心叩唐以肉の8

方向白残存視野の角摩白骨量すが56

唐目下f当路視野画唐が大きい方の

盟主劃皐盟主企

来 1/4の視線(周辺視野〉で測定不能の
楊合 I~，求心性視野狭窄の症状を有して
いれば、同等のものとして器定

②求心性視野狭窄又は輪状暗点があ

るものについて、 1/2の視標(中心

視野)で両眼の視野がそれぞれ5度
以内におさまるもの

(新政)

『ゴールドマン型視野軒1
周辺栂野負庭の総和が左右眼ぞれ干

れ80度以下‘ b、っ‘面自盟申，f.'*盟理事色摩
益湿度弘主盟主笠

I皐且盆mtl
面眼開肱視認点数が70点以下‘かっー

面目匝申山押軒相題点曲が20点以下由も

(J) 

【ゴ-Jレドマン型視野計】

①掴辺視野負隆の総和が左右眼それ

ヂれ80唐目下かつ面目回申心押容曲

FEが56唐以下のもの

②求心性視野狭窄又は輪状暗点がある

ものについて、 1/2の視標(中心視

野)で両眼の視野がそれぞれ5度以内

におさまるもの (注現行益準のio闘を改正
後もヵ，(ーできるよう存置(14ページ参照))

出動銀mtl
面目目閑散緯認点数が70点以下、かっ‘

両眼中心視野視限点勘が40点以下のも

3組|【ゴールドマン祖野計】
両眼の視野がそれぞれ
10度以内、かつ、両根l
よる視野について視能
による損失率が90%以
上のもの

【自動視野肘】
両眼開放視認点数が70
点以下、かつ、両眼中心
視野視盟点数が20点以
下のもの

【ゴールドマン型揖野計】
周辺担野角度目輯租が

【自動視野針】
両眼開蝕視認点数が70
点以下、かつ、両眼中心
視野視偲点散が40点以
下のもの

手以τz俳~c:仁較(傾1fJ)
ポ叫J

五叫糊 l阜、~-o級

~千村l立、 l紋ヒ3維が、
カ件わるのが“Diへヒめよう以

晃)~か広るか忍麟足、
当時
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視野に係る障害認定基準の改正案②:3級・障害手当金

陣書年金における認定基準 ※王盤盤改正部分 (多帯)身体陣容者手帳障害程度等級衰

"級 現行 改正案 棒銀 H30年改正前 H30~事故E後

3級 (新設) 【ゴールEマン型畳mt】 4組 【ゴールドマン視野計1 【ゴルドマン型視野計】

周辺l!竪倉庫の主主主Eが主主盟圭M 両眼の視野がそれぞれ 周辺視野角度の輯和が

れ80度以下のもの
10度以内のもの 左右眼それぞれ80度以下

のもの

(新設) 【自動視野計】

J!点以 、. 両眼開放視認点数が70

点以下のもの

金障害手当

【ゴールドマン視野計】 【ゴーJレドマン霊視野計】 5組 【ゴルドマン視野計】 【ゴ ルドマン型視野僻】

(il丞!UI白星竪法窒茎は強盆瞳虚があ (測定方法を見直した上で、 3級に位置 片目ずつ I/4(周辺視 ①両眼中心視野角度が

j島幸のについL 函曜の狸竪が圭h づけ) 野)由視槽で瑚定し、そ 56度以下のもの

ぞれ 1/4(周辺視野)の視標で中心
れぞれの視野署を童相 ②左右眼それぞれに湖定
合わせることで測定した した I/4(周辺視野)

の盈査l!竪が10底辺自にお査室長幸 視野町面積が、生理的 の視揮による視野重を
[Q.. 限界の面輔の2分の1以 童相合わせることで得た

ftE眼虫心l!竪急車が56虚l邑主の長の
上欠損しているもの。 両眼による視野田面積

(新設) が、生理的限界白面積
の2分の1以上欠損して

②片眼ずつ I/4(周辺視野)の視標 ②左右眼それぞれに測定した I/4(周 いるものe

で測定し、それぞれの視野表を重ね 辺視野)の視標による視野衰を重ね合
【自動視野計】

合わせることで測定した視野白面積 わせるζとで得た両眼による視野の面
①両鰻開肱視認点数が

が生理的限界の面積の2分の1以上 積が生理的限界の商積の2分の1以 1田点以下のもの
欠損しているもの。 上欠損しているもの 唱 身隊手帳のS噛 ②両睡中心視野視程点

ぶりに合わせた1211だが、肉容は現行どおり) 散が40点以下のも由

謹 宝也瞳畠のl:tの揖吉tLJHl.lft竪瞳董 (削除)

として盟ZFは行わないが状種事考慮し盟

皇ム

(新設) 【自動mHtl

!lli!i目E国盤掴謹直盤が100卓砧主のまt
6級

¥¥ ¥ (J) 

@j!!iIH<t>心tJ!IHJliIl畠箆が拍車地王

金主(J)



眼の障害認定基準の改正に伴う診断書犠式の改正(考え方) 一寸l
O 改正後の障害認定基準に該当しているかどうかを判断するために必要な情報

を把握できる診断書様式に改正する。

O 具体的には、今回の障害年金と同様、日本眼科学会・日本眼科医会の合同委
員会による取りまとめ報告書等を受けて認定基準を改正した身体障害者手帳
(視覚障害)の診断書様式を参照しつつ、診断書様式の改正を行う。

O 診断書を記載する医師の負担をできるだけ軽減するため、医師に視野図の記
載を求めるのではなくJ診断書に視野図のコビ=のj制寸査求めることとする。

22 

参考:障害年金制度の概要 I 

公的年金制度には、主に自営業者などが加入する国民年金や会社員などが加入する厚生年金がある.こうした制度に加入中の病気やけがで
陣害が残った場合は、 国民年金力ら f障害墨隆年金J.厚生年金力、ら『陣審厚生年金jが支給される.

- mi:¥ 障害の程度 i恐い コ 〉

4 

可

| 1 級 I I 2 級 IL一一 3 l& 

厚生年金( ) 階2 

1随奮厚生年金(1級)j 
J L障害 Jr-障害手盛※ 2級の1.25倍 l障害厚生年金 (2級

(一時金)

配偶者の加胎年金 配偶者の加路年金
224.700閉 22<1.290円 』

※ 1の合陣計書が厚3生00年月金の(2額5毎{革}、来綴湯酬の比場例合のは年3金0額0月.とはしおて肘加鍵入.期間

来Z 障害厚生年金3紐には、585，700円の量低保障闘がある

障害基礎年金 (1級) 諜 3 障害手当金は、報酬1比，1例71の，4年0金0円額のの置2低備保の障蹟観1fが一あ時る金とし
て支払われる.なお‘

金国民年 ) ( 階1 

976，125円 障害基礎年金 (2級) 五~ 4歳未加満給の年者金の対象となる配偶者1草、隼計維持関係にある65

終 2級の1.25倍 780，900円 来5 加賞の対..とZよる子1;'，18.1;:1;，ょっ-た2後組のの・揮初曹のの3杭月咽31 
日までの子又は、2軍0議3子未以満降での陣h膏日聞寄は級各1 . 2 1Q0)..~.1ζ 

子の加算(第 1. 2子) 子の加関(第 1. 2子) ある子.なお 74，900円.

各 224，700円 告 224，700阿 (金置は令租3年4月現在の年額)

住呈盟主細牛障害持掛けるためには、次の3つの耕を満たすごとが必要・

Ii:初鯵自に簡保険者であること

初診自において、国民年金または厚生

年金保険の被保険者であるか、または、

国民年金の被保険者であった人で、 60歳
以上65歳来甫の圏内居住者であること

| 一一陣害時金]
初It日において、20歳未満であった

人が、 20績に達した日において 1級ま

たは2級の陣曹の状態にあるときは、
陣蓄基礎年金が宣給吉れる.

②保険料の納付要件を満たしていること

初!t自の前日において、初診自の属する

月の前々月までの被保験者期聞のうち‘保
険料納付期済期間と保険料免除期間を合算

した期聞が3分の2以上あること

[よ!c要件を満たぜない場合の特例]
初齢巴が令和8年4月 1目前のときは、

初惨自の属する月の前々月までの直近の
1年間に保険料の来納期聞がないこと
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